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す
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紙
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
既
認
定
案
件
に
よ
る
国
民
負
担
の
抑
制
に
向
け
た
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
二
及
び
四
に
つ
い
て

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
に

基
づ
き
認
定
さ
れ
た
事
業
用
太
陽
光
発
電
の
未
稼
働
案
件
に
つ
い
て
は
、
今
後
こ
れ
を
稼
働
し
た
際
、
そ
の
認
定
当
時
の
高

い
コ
ス
ト
を
前
提
に
し
た
調
達
価
格
に
係
る
賦
課
金
が
電
気
料
金
に
上
乗
せ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
国
民
負
担
を
抑

制
す
る
べ
く
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四

年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
六
号
）
及
び
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

規
定
に
基
づ
き
調
達
価
格
等
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
五
号
）
の
改
正
に
向
け
た
検
討
を
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
及
び
電
気

事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
調
達
価
格
等
を
定
め
る
件
の

改
正
案
に
対
す
る
意
見
公
募
手
続
に
お
い
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
工
事
に
既
に
着
工
し
て
い
る
事
業

の
取
扱
い
、
公
布
か
ら
施
行
ま
で
の
期
間
の
確
保
、
国
民
負
担
の
抑
制
の
重
要
性
等
に
つ
い
て
意
見
が
あ
り
、
こ
う
し
た
意

一



見
も
踏
ま
え
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
最
大
限
の
導
入
と
国
民
負
担
の
抑
制
と
の
両
立
を
図
る
観
点
か
ら
、
固
定
価
格

買
取
制
度
を
適
切
な
も
の
と
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
仮
定
の
質
問
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二


